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○恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業実施要綱

平成12年4月1日

実施

(目的) 

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等がいる世帯に対し、高齢者等が在宅での生活を安定し

て快適に過ごせるように住宅を改修するために必要な助成をすることに関して必要な事

項を定めることにより、高齢者等の自立を助長するとともに家族の介護負担を軽減し、も

って在宅福祉の推進に資することを目的とする。

(対象者) 

第2条 この要綱による助成の対象となるのは、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいず

れかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 法において要介護状態及び要介護状態となるおそれがある状態(以下「要介護状態区

分等」という。)に該当しない満65歳以上(障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定

基準におけるランクJ程度)の高齢者で住宅改修が必要と認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が住宅改修が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、借家等に居住する世帯であって、住宅の所有者又は管理者か

ら住宅の改修についての承諾が得られない場合は、助成の対象とはしない。

(対象となる住宅改修の種類等) 

第3条 この要綱による助成の対象となる住宅改修は、対象者が現に居住しているか又は改

修後直ちに居住する住宅であって、次に掲げる種類のうち、その工事が対象者の利用する

部分に関するものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該工事に付帯して必要となる改修工事

(助成金) 

第4条 第2条第1項第1号及び第2号に規定する対象者に対する助成額は、その者が実施する

改修に要する費用の9割に相当する額とし、その額が18万円を超える場合は、18万円とす

る。ただし、生活保護受給者に対する助成額は、その者が実施する改修に要する費用とし、
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その額が20万円を超える場合は20万円とする。

(一定以上の所得を有する対象者に係る助成金) 

第4条の2 第2条第1項第1号及び第2号に規定する対象者うち政令で定めるところにより算

定した所得の額が政令で定める額以上である第1号被保険者が受ける居宅介護住宅改修

費等の助成額については、前条本文中「9割」とあるのは「8割」と、「18万円」とある

のは「16万円」と読み替えて適用し、同条のただし書の規定は適用しない。

(受領委任払いの取扱い) 

第5条 対象者が、住宅改修に要する費用の全額を支払うことが困難な場合は、対象者が保

険者から支給される助成金の受領をサービス提供事業者に委任すること(以下「受領委任

払い」という。)ができる。

2 受領委任払いを取扱う事業者は、あらかじめ市長に届出を行うものとする。

3 前項の届出は、恵庭市居宅介護(支援)福祉用具購入費及び居宅介護(支援)住宅改修費受領

委任払い実施要綱第3条第1項の届出書を用いる。

4 市長は、前項の届出書に基づき、在宅支援住宅改修費助成事業受領委任払いの登録をす

るものとする。

(助成の回数) 

第6条 助成は、特別な場合を除き、同一の住宅について1回とする。

(助成の申請) 

第7条 第2条第1項第1号及び第2号に規定する対象者が助成金の支給を受けようとすると

きは、恵庭市在宅支援住宅改修費助成申請書(委任状)(一般高齢者等分)(様式第2号)に次に

掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事図面などの工事箇所等がわかるもの。

(2) 改修工事見積書(工事を行う箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費

等を適切に区分した工事内訳書を添付) 

(3) 改修前の写真(撮影日がわかるもの) 

(4) 住宅の所有者の承諾書

(5) 工事契約書の写し。ただし、軽易な工事等であって市長が認める場合は省略するこ

とができる。

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの。

2 前項において、対象者が受領委任払いにより助成金の支給を受けようとするときは、当

該申請書により事業者と委任契約を締結しなければならない。
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(第7条第1項の規定による助成決定等) 

第8条 市長は、第7条第1項の規定による申請があった場合には、助成の可否を決定し、恵

庭市在宅支援住宅改修費助成決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該対象者に通知する。

2 受領委任払いによる場合は、市長は、当該対象者に助成の可否を前項に規定する様式第

4号により通知し、当該事業者には前条第2項の委任契約に基づき、恵庭市在宅支援住宅

改修受領委任払い支給通知書(様式第5号)を交付するとともに、委任された額を支払うも

のとする。

3 市長は、助成の可否を決定するにあたり、必要があると認めるときは対象者の心身の状

況及び住宅の状況等必要な事項を調査することができる。

4 助成金の交付は、毎年度の予算の範囲内とする。

(申請の変更等) 

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた者が、申請の内容を変更するときは、恵庭市

在宅支援住宅改修費助成変更申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、変更の可否を決定するとともに、恵庭

市在宅支援住宅改修費助成変更決定(却下)通知書(様式第7号)により、当該対象者に通知す

るものとする。

(改修工事完了届) 

第10条 第8条の規定により助成の決定を受けた者は、改修工事が完了したときは、速やか

に恵庭市在宅支援住宅改修工事完了届書(様式第8号)(以下「工事完了届書」という。)を市

長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による工事完了届書を受け付けたときは、その完了を当該対象者等

の立会のもとに確認するものとする。

(第7条第1項の規定による助成金の支給決定等) 

第11条 市長は、前条の規定による工事完了届書を受理し、改修工事の内容を確認した結

果妥当と認めたときは、恵庭市在宅支援住宅改修費助成額確定通知書(様式第9号)により、

対象者に通知する。

2 前項の規定により額の確定を受けたときは、対象者は、請求書に次に掲げる書類を添付

し、助成金を市長に請求するものとする。

(1) 領収書

(2) 恵庭市在宅支援住宅改修費助成額確定通知書の写し

(3) 振込先がわかるもの



4/14 

3 前項の規定にかかわらず、受領委任払いによる場合は、対象者は利用者負担金を事業者

に支払うものとし、事業者は、委任された額について恵庭市在宅支援住宅改修費受領委任

払い請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、助成金の支払いを市長に請求するも

のとする。

(1) 領収書の写し

(2) 恵庭市在宅支援住宅改修費助成額確定通知書の写し

(3) 振込先がわかるもの

4 市長は、対象者又は事業者から前2項の規定により助成金の請求があったときは、速や

かに支給するものとする。

(対象者が死亡した場合の助成金の支給) 

第12条 市長は、この要綱による住宅改修工事がすでに着手されているときは、対象者が

工事の完了前に死亡した場合等であっても、第4条に規定する助成額の範囲内において相

当と認める額を支給することができる。

(決定の取消し及び助成金の返還) 

第13条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取消し、

又はすでに支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により助成の決定を受け、又は助成金の支給を受けたとき。

(2) 助成の対象としての改修工事を中止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(記載事項の変更) 

第14条 事業者は、第5条第3項の規定による届出書の記載内容に変更が生じたときは、速

やかに市長に届出るものとする。

2 前項の届出は、恵庭市居宅介護(支援)福祉用具購入費及び居宅介護(支援)住宅改修費受領

委任払い実施要綱第6条の変更届出書を用いる。

(補則) 

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成13年2月8日から実施し、平成13年2月1日から適用する。

附 則
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この要綱は、平成16年10月1日から実施する。

附 則

(実施期日) 

1 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(経過措置) 

2 この要綱による改正後の恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業実施要綱の規定は、平成21

年4月1日以後に事前申請(恵庭市介護保険住宅改修等に係る事前申請実施要綱(平成16年

10月1日実施)の規定による事前申請をいう。以下同じ。)のあったものについて適用し、

同日前に事前申請をしたものについては、なお従前の例による。

附 則 抄

(実施期日) 

1 この要綱は、平成27年8月1日から実施する。

(経過措置) 

2 この要綱による改正後の恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業実施要綱の規定は、平成27

年8月1日以後に竣工した住宅改修について適用し、同日前に竣工した住宅改修について

は、なお従前の例による。

附 則

(施行期日) 

1 この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(適用区分) 

2 この要綱による改正後の恵庭市在宅支援住宅改修費助成事業実施要綱の規定は、平成28

年4月1日以後に竣工した住宅改修について適用し、同日前に竣工した住宅改修について

は、なお従前の例による。

(恵庭市介護保険住宅改修等に係る事前申請実施要綱の一部改正) 

3 恵庭市介護保険住宅改修等に係る事前申請実施要綱(昭和16年10月1日実施)の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略
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様式第1号 削除

様式第2号(第7条関係) 

様式第3号 削除

様式第4号(第8条関係) 

様式第5号(第8条関係) 

様式第6号(第9条関係) 

様式第7号(第9条関係) 

様式第8号(第10条関係) 

様式第9号(第11条関係) 

様式第10号(第11条関係) 


